
船舶事故調査報告書 

令和元年５月２２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成３０年７月１日 ２０時２０分ごろ 

発生場所 北海道奥尻
おくしり

町奥尻港東方沖 

奥尻港東島防波堤灯台から真方位０８７.５°８.２海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯４２°１１.２′ 東経１３９°４２.７′） 

事故の概要  油タンカー海嶺
かいれい

は、北北西進中、また、漁船第五善良
ぜんりょう

丸は、西進

中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 平成３０年７月２日、主管調査官（函館事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 油タンカー 海嶺、３,７７８トン 

   １４０７５６、瀬戸内中央汽船株式会社、独立行政法人鉄道建

設・運輸施設整備支援機構 

Ｂ 漁船 第五善良丸、９.１トン 

   ＨＫ２－１６８６５（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 航海士Ａ、四級（航海） 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 右舷船尾部外板に擦過傷 

Ｂ 左舷船首部外板に亀裂 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 南南東、風速 ２m/s、視程 約３Ｍ 

海象：波高 約０.２ｍ   

 事故の経過 

 

Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか１０人が乗り組み、法定灯火を表

示して約１３ノットの対地速力で北北西進中、航海士Ａが、右舷船首

方約４ＭにＢ船の集魚灯を認めたが、Ｂ船は漂泊して操業中なので航

行に支障がないと思い、同じ針路及び速力で航行したところ、右舷船

首方至近に航行を開始していたＢ船の灯火を認め、急いで左舵を取

り、汽笛を吹鳴したものの、Ｂ船と衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、法定灯火を表示して漁場を発進

し、西進中、船長Ｂが、ふだん同様、他船が漁船であるＢ船を避けて

いくと思い、航行を続けていたところ、ウーウー
．．．．

という音が聞こえた

ものの、汽笛の吹鳴音であることに気付かず、主機に異常を生じたの

かと思い、主機の回転数を下げようとした際、Ａ船と衝突した。 

分析  Ａ船は、北北西進中、航海士Ａが、Ｂ船を認めたものの、航行に支

障がないと思い、同じ針路及び速力で航行を続けたことから、Ｂ船が

航行を開始したことに気付かず、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、西進中、船長Ｂが、ふだん同様、他船が漁船であるＢ船を



避けていくと思い、航行を続けたことから、Ａ船に気付かず、Ａ船と

衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、Ａ船が北北西進中、Ｂ船が西進中、航海士Ａが、

Ｂ船を認めたものの、航行に支障がないと思い、同じ針路及び速力で

航行を続け、また、船長Ｂが、ふだん同様、他船が漁船であるＢ船を

避けていくと思い、航行を続けたため、両船が衝突したものと考えら

れる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。  

 ・航行中は、常時、周囲の適切な見張りを行うこと。 

・他船を認めた場合、レーダー等を利用して他船の動きを注意深く

観察するなど、継続した見張りを行うこと。 

 


